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［第 2 号議案］令和 2 年度計算書類及び公益目的支出計画実施報告書の承認並びに監査報告の件 

貸 借 対 照 表

令和 3年 3⽉ 31 ⽇現在
⼀般社団法⼈成⽥法⼈会 （単位：円）
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正味財産増減計算書

令和 2年 4⽉ 1⽇から令和 3年 3⽉ 31 ⽇まで
⼀般社団法⼈成⽥法⼈会 （単位：円）
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⼀般社団法⼈成⽥法⼈会 （単位：円）
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正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4⽉ 1⽇から令和 3年 3⽉ 31 ⽇まで
⼀般社団法⼈成⽥法⼈会 （単位：円）
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⼀般社団法⼈成⽥法⼈会 （単位：円）



－ 30 －

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

平成 24 年度から「公益法⼈会計基準」（平成 20 年 4 ⽉ 11 ⽇、平成 21 年 10 ⽉ 16 ⽇改正 内閣
府公益認定等委員会）を採⽤している。
（1）固定資産の減価償却の方法

建物については定額法で減価償却している。それ以外のものについては直接法による定率法で
減価償却をしている。

（2）引当金の計上基準

事務局職員の退職給付に備えるため、期末における要⽀給額を退職給付引当⾦として計上して
いる。

（3）消費税等の会計処理

消費税込額で表⽰している。

2．基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高 
基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残⾼は、次のとおりである。 （単位：円）

科 ⽬ 前期末残⾼ 当期増加額 当期減少額 当期末残⾼
基本財産

定期預⾦ 7,465,000 0 0 7,465,000
⼩ 計 7,465,000 0 0 7,465,000

特定資産
周年⾏事引当資産
⾞両購⼊引当資産
建物減価償却引当資産
会館修繕積⽴資産
退職給付引当資産

3,500,000
0

4,800,000
1,600,000
5,155,000

3,500,000
0

1,200,000
400,000
475,000

0
0
0
0

100,000

7,000,000
0

6,000,000
2,000,000
5,530,000

⼩ 計 15,055,000 5,575,000 100,000 20,530,000
合 計 22,520,000 5,575,000 100,000 27,995,000

3．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 （単位：円）

科 ⽬ 当期末残⾼ (うち指定正味財
産からの充当額)

(うち⼀般正味財
産からの充当額)

(うち負債に
対応する額)

基本財産
定期預⾦ 7,465,000 (7,465,000)

⼩ 計 7,465,000 （ 0） (7,465,000) （ 0）
特定資産

周年⾏事引当資産
⾞両購⼊引当資産
建物減価償却引当資産
会館修繕積⽴資産
退職給付引当資産

7,000,000
0

6,000,000
2,000,000
5,530,000

(7,000,000)

(6,000,000)
(2,000,000)

(5,530,000)
⼩ 計 20,530,000 （ 0） (15,000,000) (5,530,000)
合 計 27,995,000 （ 0） (22,465,000) (5,530,000)
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4．引当金の明細 
引当⾦の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 ⽬ 期⾸残⾼ 当期増加額
当期減少額

期末残⾼
⽬的使⽤ その他

退職給与引当⾦ 5,155,000 475,000 100,000 0 5,530,000

5．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残⾼は、次のとおりである。

（単位：円）
科 ⽬ 取 得 価 額 減価償却累計額 当 期 末 残 ⾼

⼟ 地 23,787,597 ― 23,787,597
建 物 60,216,588 5,519,850 54,696,738
器 具 備 品 1,424,700 1,092,588 332,112
⾞ 両 運 搬 具 4,998,135 3,957,438 1,040,697
電 話 加 ⼊ 権 156,790 ― 156,790
リサイクル預託⾦ 19,520 ― 19,520

合 計 90,603,330 10,569,876 80,033,454

6．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 
補助⾦等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残⾼は、次のとおりである。

（単位：円）
補助⾦等
の名称

交 付 者
前期末
残 ⾼

当 期
増加額

当 期
減少額

当期末
残 ⾼

貸借対照表上
の記載区分

受取全法
連助成⾦

公益財団法⼈
全国法⼈会総連合

0 15,155,600 15,155,600 0 指定正味財産

7．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 
指定正味財産から⼀般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）
内 容 ⾦ 額

経常収益への振替額
事業費計上による振替額

受取全法連助成⾦振替額 15,155,600
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財 産 目 録

令和 3年 3⽉ 31 ⽇現在

一般社団法人成田法人会 （単位:円）

 正味財産 134,853,358

   固定負債合計 5,530,000

 負債合計 5,683,800

  (固定負債)

 退職給付引当金 5,530,000

 未払法人税等 153,800

   流動負債合計 153,800

 電話加入権 156,790

 資産合計 140,537,158

  (流動負債)

リサイクル預託金 19,520

   固定資産合計 108,028,454

 器具備品 332,112

 土地 23,787,597

 建物 54,696,738

 車両運搬具 1,040,697

   千葉銀行成田支店 2,000,000

その他固定資産

   千葉銀行成田支店 6,000,000

 会館修繕積立資産 2,000,000

   千葉銀行成田支店 5,530,000

 建物減価償却引当資産 6,000,000

   千葉銀行佐倉支店 7,000,000

 退職給付引当資産 5,530,000

特定資産

 周年行事引当資産 7,000,000

 定期預金 7,465,000

   千葉銀行成田支店 7,465,000

  (固定資産)

基本財産

   源泉部会前払金 18,979

   流動資産合計 32,508,704

   青年部会前払金 2,056,985

   女性部会前払金 925,915

 支部活動費前払金 6,233,006

 青年女性源泉部会前払金 3,001,879

 水戸信用金庫布佐支店 1,398,423

 銚子商工信用組合富里支店 41,126

 三井住友信託銀行千葉支店 130,490

 佐原信用金庫成田支店 532,342

 東京東信用金庫臼井支店 1,746,191

 銚子信用金庫佐倉支店 863,983

 りそな銀行成田支店 1,637,909

 千葉興業銀行成田支店 10,131

 三菱UFJ銀行志津支店 2,157,834

 みずほ銀行成田支店 182,497

 三井住友銀行佐倉支店 25,849

 千葉信用金庫成田支店 43,914

 千葉銀行成田支店 14,322,221

 京葉銀行成田支店 56,795

現金 手元保管 運転資金として 124,114

 預金 普通預金 23,149,705

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

  (流動資産)
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公益目的支出計画実施報告書

1．主務官庁への定期提出書類

事業内容や残余財産の帰属が法⼈の⾃治に委ねられている⼀般社団法⼈に、従来の公益法⼈とし
て税制上の優遇措置を受けて形成された財産を移⾏することによって、無制限に公益⽬的以外に費
消することは適当ではないと考えられています。そこで、従前の法⼈格を継続したまま通常の⼀般
社団法⼈に移⾏させた上で、移⾏時点の正味財産に相当する額を、移⾏後、計画的に公益事業に⽀
出させ、それを主務官庁へ定期的に報告することを義務化したものです。
その義務期間は、移⾏認可時に申請した計算期間が認定されたものです。

2．公益目的財産額 
移⾏認可時の前⽇である平成 25 年 3 ⽉ 31 ⽇（2013 年 3 ⽉ 31 ⽇）現在の正味財産期末残⾼

「133,311,359 円」が、残余財産で確定した「公益⽬的財産額」です。

3．当年度の概要 
当年度の計画公益事業への⽀出状況は、正味財産増減計算書内訳表の会計区分・実施事業等会計

の経常収益計、経常費⽤計及び当期経常増減額を参照して下さい。

公益⽬的収⽀差額（当年度計分） 正味財産増減計算書内訳表

実施事業収⼊の額 23,261,034 円 経常収益計
公益⽬的⽀出の額 35,232,526 円 経常費⽤計

公益⽬的収⽀差額 11,971,492 円 当期経常増減額

4．完了予定事業年度 
残余財産額確定⽇現在の公益⽬的財産額を毎年計画された公益⽬的収⽀差額で除した期限が計

画上の完了⾒込⽇「令和 3年 3⽉ 31 ⽇（2021 年 3 ⽉ 31 ⽇）」の「8年間」です。

公益⽬的財産残⾼（累計年度計分） ご参考事項
当初公益⽬的財産額 133,311,359 円 上記 2．

公益⽬的収⽀差額累計 125,227,193 円 平成 25 年度以降の累計⾦額
公益⽬的財産残⾼ 8,084,166 円 令和 3年 3⽉ 31 ⽇時点の残⾼

完了事業年度については、令和 2 年 4 ⽉ 23 ⽇（⽊）第１回理事会・第２号議案にて、公益⽬的
財産残⾼が令和 3 年 3 ⽉ 31 ⽇時点で残った場合は⼀年延⻑申請することを書⾯表決しており、以
後の理事会でも収⽀決算⾒通しの中で理事及び監事に報告しています。
そして、新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う 2度の緊急事態宣⾔発出を受け、国及び千葉県か

らの要請を遵守し令和元年度及び令和 2年度の事業の⼀部を中⽌した事等から、公益⽬的⽀出額が
減少しました。その結果、上記表に記載のとおり、公益⽬的財産残⾼は完了予定事業年度である令
和 3年 3⽉ 31 ⽇時点で 8,084,166 円となっています。
したがいまして、令和 3 年度収⽀予算書における公益⽬的⽀出差額の⾒込額が 17,303,259 円で

ある事から、完了事業年度を 1年延伸した令和 4年 3⽉ 31 ⽇に変更申請する予定です。
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監 査 報 告 書

令和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 3 年 3 ⽉ 31 ⽇迄の事業年度の事業報告、計算書類、これら
の附属明細書、公益⽬的⽀出計画実施報告書その他理事の職務執⾏の監査について、次の
とおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査⽅針を定めた上で、事業分野及び会計分野を中⼼にそれぞ
れ調査を⾏い、監査を実施いたしました。

具体的には、理事会その他の重要会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁⽂
書及び報告書等を閲覧し、職務の執⾏状況について定期的報告を受け、⼜随時説明を求
めました。

2．監査結果 
（1）事業報告は、法令及び定款に従い、法⼈の状況を正しく⽰しているものと認めま

す。
（2）理事の職務の執⾏に関する不正の⾏為、⼜は法令若しくは定款に違反する重要な

事実は認められません。
（3）計算書類及び附属明細書並びに財産⽬録は、法⼈の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に⽰しているものと認めます。
（4）公益⽬的⽀出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法⼈の公益⽬的⽀出計画の

実施状況を正しく⽰しているものと認めます。

令和 3 年 4 ⽉ 15 ⽇

⼀般社団法⼈ 成⽥法⼈会

監  事

監  事


